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横浜第２合同庁舎の管理・運営業務（警備業務） 

における民間競争入札実施要項（案） 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号。以下、「法」と

いう。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を

享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施

について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、

国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。 

前記を踏まえ、財務省関東財務局横浜財務事務所（以下「横浜財務事務所」という。）は、公

共サービス改革基本方針（平成25年6月14日閣議決定）別表において民間競争入札の対象とし

て選定された「横浜第２合同庁舎」の管理・運営業務（以下、「管理・運営業務」という。）につい

て、公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。 

 

１． 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービス

の質に関する事項（法第14条第2項第1号） 

 

1．1 対象公共サービスの詳細な内容 

（１） 対象施設の概要 

  ① 施設概要 

施設名：横浜第２合同庁舎 

所在地：神奈川県横浜市中区北仲通５－５７ 

施設規模：敷地面積  14,782.53㎡ 

建物建面積  4,677.13㎡ 

建物延面積 72,127.85㎡ 

建築年月日：平成5年6月30日 

 

② 業務概要 

 横浜第２合同庁舎は、以下の1９官署が入居する行政施設である。入居官署の業務

概要は別紙１のとおり。 

入居官署：防衛省南関東防衛局、法務省横浜地方法務局、法務省横浜保護観察所、

財務省関東財務局横浜財務事務所、厚生労働省関東信越厚生局、厚生

労働省神奈川労働局、厚生労働省神奈川労働局横浜南労働基準監督

署、農林水産省横浜植物防疫所、農林水産省動物検疫所、農林水産省

関東農政局神奈川支局、国土交通省横浜海難審判所、国土交通省関東

地方整備局、国土交通省関東運輸局、国土交通省運輸安全委員会事務

局横浜事務所、海上保安庁第三管区海上保安本部、環境省関東地方環

境事務所横浜事務所、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人農林

水産消費安全技術センター、総務省総合通信基盤局電波利用企画室 

テナント：診療所1件、郵便局１件、飲食系2件（食堂1件、喫茶1件）、売店3件、自販

機（複数フロア）1件（テナントの運営については本業務の対象外とする。） 

- 2 -



※入居官署・テナントの内訳は変動する場合がある。 

 

(２) 業務の対象と実施内容 

以下の対象業務について、合同庁舎の利用者が快適に施設を利用できるよう適切に

行うこととする。 

【対象業務】 

・ 警備業務 

１） 業務の概要 

庁舎の秩序維持・機密保持の確保、合同庁舎の職員及び利用者の身体・生命

の安全確保等を目的とする業務である。 

２） 業務の内容 

ｱ） 出入管理 

ｲ） 駐車場管理 

ｳ） 施設管理 

ｴ） 受付案内 

ｵ）入退館管理システム等運用管理 

ｶ）火災、盗難及び各種事故の未然防止と早期発見 

ｷ）防災センター監視業務 

ｸ）その他 

内容は別紙6を参照する。 

(3) 用語の定義 

用語については、「建築保全業務共通仕様書（平成 30 年版）（平成 30 年 9 月 12 日

付国営保第 22 号）」（以下「共通仕様書」という。）第 1 編総則、第 1 章総則、第 1 節一

般事項、1.1.2 用語の定義による。 

なお、本業務は特記なき限り原則として共通仕様書を適用する。 

 

１．１．１ 管理・運営業務全般に係る業務 

(１)  業務の実施に当たっては、一企業とすることも、複数の企業で構成されるグループ

（以下「入札参加グループ」という。）とすることも可能とする。 

① 入札参加グループの管理について 

本業務を実施するに当たり、入札参加グループを構成する場合は、その代表とな

る企業（以下「代表企業」という。）を定め、代表企業はグループに参加するその他の

企業（以下「グループ企業」という。）と密に連携をとり、管理・運営業務を包括的に管

理すること。 

② 発注者との連携について 

代表企業及びグループ企業は、定期的に横浜財務事務所総務課課長補佐（以下、

「施設管理担当者」という。）と連携を図り、円滑な管理・運営業務を実施すること。 

③ 代表者の権限 

代表企業は、管理・運営業務の履行に関し、入札参加グループを代表して横浜財

務事務所及び施設管理担当者と折衝する権限及び自己の名義をもって契約代金の
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請求、受領並びに入札参加グループに属する財産を管理する権限を有するものとす

る。 

(２) 統括管理責任者 

民間事業者は、施設管理担当者に対する報告及び調整、各業務従事者（入札参加グ

ループで参加する場合は、各企業）への指示及び関係者との調整等の管理・運営業務

を円滑に実施するための業務（以下「統括管理業務」という。）を実施する。 

①  民間事業者は、統括管理業務を実施するに当たり、統括管理責任者を選任する

こと。ただし、入札参加グループで参加する場合の統括管理責任者は、代表企業か

ら選出すること。 

なお、統括管理責任者は、業務責任者を兼務することができる。また、統括管理

責任者が欠けた場合の代行者をあらかじめ定めておくこと。 

②  統括管理責任者は、各業務の履行状況を常に把握し、施設管理担当者へ報告す

ること。 

③  施設管理担当者からの指示については、統括管理責任者から速やかに各業務責

任者を通じて実行すること。 

④ 各業務責任者は、統括管理責任者を通じて施設管理担当者に、報告書その他関

係書類を提出し、業務の重要事項に関することを報告すること。 

(３) 副統括管理責任者 

①  統括管理責任者は、副統括管理責任者を置くことができる。 

②  副統括管理責任者は、統括管理責任者を選出した民間事業者から選出し、業務

責任者を兼務することができる。 

③  副統括管理責任者は、統括管理責任者を補助し、統括管理責任者が不在の際は、

これに代わる。 

(４) 業務遂行における注意義務  

業務にあたっては、善良な管理者の注意をもって誠実にこれを行い、対象施設におけ

る業務に支障のないように注意すること。特に、廊下、階段、便所等については、職員及

び来客者等の通行に配慮して業務を行うこと。  

(５) 作業員等  

① 全業務の従事者名簿・経歴を事前に提出することとし、従事者の身元、風紀、衛生

及び規律の維持に関して一切の責任を負うこと。 

② 施設管理担当者が、前記の従事者を不適当と認めたときは、従事者の交替を求め

ることができるものとする。  

 

１．１．２ 警備業務 

    常駐警備業務 

    （１） 勤務時間 

       勤務時間は、別紙6別表を参照のこと。 

    （２） その他 

       作業に当たっての留意事項（警備員の資格、服装等）、業務内容については、別紙6

を参照のこと。 
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１．１．３ 業務の引継ぎ 

   （１） 現行の事業者からの引継ぎ 

      施設管理担当者は当該引継ぎが円滑に実施されるよう、現行の事業者及び民間事

業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 

      本業務を新たに実施することとなった民間事業者は、本業務の開始日までに、業務内

容を明らかにした書類等により、現行の事業者から業務の引継ぎを受けるものとする。 

   なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、現行の事業者の負担となる。 

（２） 本業務終了の際に民間事業者の変更が生じた場合の引継ぎ 

      施設管理担当者は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、民間事業者及び次回の事

業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 

      本業務の終了に伴い民間事業者が変更となる場合には、民間事業者は、当該業務

の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、次の事業者に対し、引継ぎを

行うものとする。 

      なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、本業務を受注した民間事業者の負

担となる。 

 

１．２ サービスの質の設定 

本業務の実施に当たり、達成すべき質及び確保すべき水準は以下のとおりとする。 

 

１．２．１ 管理・運営業務に関する包括的な質 

    管理・運営業務を通じて、快適な施設利用を可能とするとともに横浜第2合同庁舎におけ

る公共サービスの円滑な実施を可能とすること。 

    (１) 確実性の確保 

管理・運営業務の不備に起因する横浜第２合同庁舎における執務及び営業の中断

回数（0 回） 

      ※ 執務及び営業の中断とは、執務及び営業が中断することにより著しく国民及びテ

ナント営業者の利益を損なった場合をいう。 

      ※ 老朽化に起因するものは含めない。 

(２) 安全性の確保 

管理・運営業務の不備に起因する職員及び利用者の災害又は事故の発生（0 回） 

  ※ 災害又は事故とは、人事院規則 10-4 第 35 条に基づく年次災害報告の対象とな

る災害又は事故をいう。 

 (３) 快適性の確保 

施設利用者アンケートの満足度（定量的な指標：７０％以上） 

横浜第２合同庁舎に勤務する職員を対象に「委託業務に関するアンケート（別紙 4）」

を年１回実施する。毎年１２月末までの状況を調査するものとする。 

満足度は、「満足」及び「ほぼ満足」に該当する回答の割合を集計（１％未満の端数

が生じるときは、小数点第１位を切り捨て）するものとする。 
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１．２．２ 各業務において確保すべき水準 

次に整理する要求水準を確保すること。なお、現行基準は、従来の実施方法とし

て下記６．で開示する情報に定める内容とする。ただし、従来の実施方法については、

改善提案を行うことができる。 

 

・ 警備業務 

施設及び敷地内の秩序を維持し、かつ規則を遵守し、盗難、破壊等の犯罪及び火

災等の災害の発生を警戒・防止することにより、施設利用者（職員、公共サービスの

利用者等）の安全かつ円滑な執務環境の確保や保全を図るとともに、安全を守ること

を目指し、誠意をもって行うこと。 

 

１．３ 創意工夫の発揮可能性 

本業務を実施するにあたっては、以下の観点から法令に反しない限り民間事業者の

創意工夫を反映し、公共サービスの質の確保（包括的な質の確保、効率化の向上、経

費の削減等）に努めるものとする。 

    （１） 管理・運営業務の実施全般に対する質の確保に関する提案 

        民間事業者は、別紙5－5に定める様式に従い、管理・運営業務の実施全般に係る

質の向上の観点から取り組むべき事項等の提示・表明をすることとする。 

    （２） 従来の実施方法に対する改善提案 

民間事業者は、現行基準として示す従来の実施方法に対し、改善すべき提案（コス

ト削減に係る提案を含む）がある場合は、別紙5－6、5－7に定める様式に従い、具

体的な方法等を示すとともに、現行基準レベルの質が確保できる根拠等を提示・表

明をすること。 

 

１．４ 委託費の支払方法 

(１) 施設管理担当者は、事業期間中の監督・検査を行い、確保すべき水準（改善提案が

あった事項を含む）が満たされているか確認した上で、入居官署は委託費を支払うもの

とする。監督・検査の結果、確保すべき水準を満たしていない場合は、再度業務を行う

ように指示を行うとともに、民間事業者は速やかに業務改善計画書を施設管理担当者

へ提出することとし、遂行後の確認が出来ない限り、入居官署は委託費の支払いを行

わないものとする。 

(２) 委託費の支払いに当たっては、民間事業者は当該月分の業務を完了後、支払い請

求書をもって当該月分の支払い請求を行い、入居官署はこれを受領した日から30日以

内に民間事業者の口座に振込により支払うものとする。 

なお、期限内に支払いがないときは、支払時期到来の日の翌日から起算して支払

の日までの日数に応じ、請求金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和24年法律第256号）第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が定めた遅延利息の

率で計算した遅延利息を、速やかに支払うものとする（ただし、遅延利息の額に100円

未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はそ

の全額を切り捨てる。）。 
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１．５ 費用負担等に関するその他の留意事項  

(１) 消耗品等 

管理・運営業務を実施するに当たり、施設利用者が使用する消耗品や管理・運営業

務を行う上で民間事業者が使用する消耗品や付属品については、全額入居官署の負

担とし、民間事業者からの請求に応じて、支給するものとする。 

(２) 光熱水費 

民間事業者が本業務を実施するのに必要な光熱水費（電気・ガス・水）については、

入居官署の負担とする。 

   (３) 法令変更による増加費用および損害の負担 

法令の変更により民間事業者に生じた合理的な増加費用および損害は、以下の①か

ら③までのいずれかに該当する場合には入居官署が負担し、それ以外の法令変更につ

いては民間事業者が負担する。 

① 本業務の類似的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設 

② 消費税その他類似の税制度の新設・変更（税率の変更含む。） 

③ 上記①、②のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の新

設・変更（税率の変更含む。） 

 

２． 実施期間に関する事項（法第 14 条第 2 項第 2 号） 

当該業務の実施時期は、令和4年4月1日から令和７年3月31日までとする。 

 

３． 入札参加資格に関する事項（法第14条第2項第3号及び第3項） 

(１) 法第10条各号（ただし、第11号を除く。）に該当するものでないこと。 

(２) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の規定に

該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の

ために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 

(３) 予決令第71条に該当しない者であること。 

(４)  令和元・2・3（平成31・32・33）年度財務省競争参加資格（全省庁統一資格）において、

「役務の提供等」で「A」又は「B」等級に格付されている者で、関東・甲信越地域の資格を

有する者、又は、当該競争参加資格を有していない者で、入札書受領期限までに競争参

加資格審査を受け、競争参加資格名簿に登録された者であること。 

(５) 当該地方支分部局の所属担当官と締結した契約に関し、契約に違反し、又は同担当官

が実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ないしは入札等

当該地方支分部局の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当

であると認められる者でないこと。 

(６) 官庁から指名停止又は一般競争参加資格停止を受けている期間中に該当しない者（分

任支出負担行為担当官が特に認める者を含む。）であること。 

(７) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の

履行が確保されるものであること。 

(８) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、
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国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

（９） 業務の実施に当たり必要な参加資格 

上記１．１．２に示す業務の実施に当たり法令上必要な次の資格を有しているもの、又

は資格等を有している者を業務の実施にあたらせることが出来る者であること。 

なお、必要な資格は別紙6の仕様書を参照のこと。 

  (10) 企画書において、業務の実施に必要な要件が満たされていることが確認できること。 

(11) 入札参加グループでの入札参加について 

① 単独で本実施要領に定める業務の内容の全てが担えない場合は、適正に業務を遂

行できる入札参加グループで参加することができる。その場合、入札書類提出時まで

に入札参加グループを結成し、代表企業及び代表者を定め、他の者はグループ企業

として参加するものとする。なお、代表企業及びグループ企業が、他の入札参加グル

ープに参加、若しくは単独で参加することはできない。また、代表企業及びグループ企

業は、入札参加グループ結成に関する協定書（又はこれに類する書類）を作成するこ

と。 

② 入札参加グループで参加する場合、代表企業については、上記(１)～(８)の要件を満

たすこと、グループ企業については、 (１)～(３)、(５)～(８)の要件を満たすとともに、令

和元・2・3（平成31・32・33）年度財務省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「役

務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級に格付されている者で、関東・甲信越地域の資

格を有する者、又は、当該競争参加資格を有していない者で、入札書受領期限までに

競争参加資格審査を受け、競争参加資格名簿に登録された者であること。(９)、(10)の

要件については、当該業務を実施する者が満たすものとする。 

(12) 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）に基づき設立された事業協同組合又

は特別の法律によって設立された組合が入札に参加する場合においては、その組合員

が他の入札参加グループに参加し、又は単独で入札に参加することはできないものとす

る。 

 

４. 入札に参加する者の募集に関する事項（法第14条第2項第4号） 

（１） 民間競争入札に係るスケジュール 

手続 スケジュール 

入札公告 令和3年12月上旬 

入札説明会 令和3年12月下旬 

現場説明会 令和3年12月中旬～令和4年1月上旬 

入札等に関する質疑応答 令和3年12月下旬～令和4年1月中旬 

入札書類受付期限 令和4年1月下旬 

入札書類の評価 令和4年1月下旬～令和4年2月上旬 

入札書の提出期限 令和4年2月上旬 

開札・落札予定者等の決定 令和4年2月上旬 

業務の引継ぎ 令和4年2月上旬～令和4年3月下旬 

契約締結 令和4年4月1日 
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（２） 入札実施手続き 

  ① 入札説明後の質問受付 

入札公告以降、横浜財務事務所において入札説明書の交付を受けたものは、本実施

要項の内容や入札にかかる事項について、入札説明会後に横浜財務事務所に対して

質問を行うことができる。入札参加グループが質問を行う場合には、代表企業が質問を

取りまとめたうえで行うこと。質問は紙及び電子メールにより行い、質問内容及び横浜

財務事務所からの回答は原則として入札説明書の交付を受けたすべての者に公開す

ることとする。 

ただし、民間事業者の権利や競争上の地位等を害するおそれがあると判断される場

合には、質問者の意向を聴取したうえで公開しないよう配慮する。 

② 入札書類の提出 

民間競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、以下の書類を提出する

こと。 

1） 入札参加資格確認関係書類 

別途「入札説明書」に記載する入札参加資格を有することを証明する書類及び企画

書を入札書類受付期限までに提出する。 

2） 入札書 

本業務の実施に係る入札金額を記載した書類（以下「入札書」という。）を入札書の提

出期限までに提出する。なお、上記入札金額には、本業務に要する一切の諸経費の

110分の100に相当する金額を記載することとする。 

3） 企画書 

記載内容は③参照。 

4） 法第10条各号に規定する欠格事由の審査に必要な書類。 

   ③ 企画書の内容 

     入札参加者が提出する企画書には、下記５.で示す審査を受けるために次の事項を記

載する。 

    1) 企業の代表責任者及び本業務担当者【別紙5－1】 

      入札に参加する民間事業者の代表責任者及び本業務の担当者を記載する。 

なお、入札参加グループで参加する場合は、グループ構成企業の一覧と代表企業、各

企業の代表責任者及び本業務担当者を記載する。（入札参加グループ結成に関する協

定書又はこれに類する書類を記載すること。） 

    2) 業務実績【別紙5－2】 

過去3年間の実績 

    3) 業務実施の考え方【別紙5－3】 

年次計画、本業務を確実に実施するための基本的な方針、業務全般において特に重

視するポイント等。 

    4) 実施体制及び業務全体の管理方法【別紙5－4】 

実施体制及び業務全体の管理方法を示す。 

    5) 必要とされる資格を証明する書類の写し【別紙5－4】 

    6) 緊急時の体制及び対応方法【別紙5－4】 
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       緊急時（管理・運営業務の実施に当たり、通常の業務実施が困難になる事故・事象

が生じた場合）のバックアップ体制と対応方法を示す。 

    7) 業務に対する提案事項【別紙5－5、別紙5－6、別紙5－7】 

      ア．管理・運営業務の実施全般に対する質の確保に関する提案 

       民間事業者は、別紙5－5に従い、管理・運営業務の実施全般に係る質の向上の観

点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。 

      イ．従来の実施方法に対する改善提案 

       従来の実施方法（６．で開示された既存の仕様書類に示された内容）に対して提案

を行う場合、別紙5－6及び別紙5－7に従い、提案を行う業務（項目）を明確にし、提案

を行う理由、提案の内容、提案による質の維持向上効果又は経費の削減効果（ある

いはその両方）を具体的に示すこと。 

④ 開札に当たっての留意事項 

1） 開札は、入札者またはその代理人に立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理

人が立ち会わない場合は、入札事務に関係の無い職員を立ち会わせて行う。 

2) 入札者又はその代理人は、定刻後においては開札場に入場することはできない。 

3） 入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求め

に応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提

示または提出しなければならない。 

4) 入札者又はその代理人は、入札中は、入札執行責任者が特にやむを得ない事情があ

ると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 

 

５． 対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービ

スを実施する者の決定に関する事項（法第14条第2項第5号） 

本業務を実施する者（以下、「落札者」という。）の決定は、一般競争入札方式により行う。 

なお、企画書の審査にあたっては、当局職員で構成する審査員3名が行うものとする。 

（１） 入札参加資格の確認にあたっての質の審査項目の設定（別紙2） 

入札参加資格を確認するための企画書の審査は、提出された企画書の内容が本業務

の目的・趣旨に沿い、提案内容が具体的で実現可能なものであるかについて行うものとす

る。 

審査においては、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の①～④までに示す項目

をすべて満たしていることを確認する。すべてを満たした場合は、業務の実施に必要な要

件が満たされている企画書とし、1つでも満たしていない場合は失格とする。 

① 業務に対する認識 

1） 本業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が考えられているか。 

2） 本業務を確実に実施するための基本的な方針が明確となっているか。 

② 実施体制 

1） 各業務の業務水準が維持される体制であるか。 

（グループで参加する場合、代表企業とグループ企業の連携が可能な体制である

か。） 

2） 各業務で必要とする資格者が適切に配置されているか。 
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3） 質の確保に寄与する資格・経験を有しているか。 

③ 管理業務全般に係る業務に関する提案 

1） 本業務の包括的な質（確実性、安全性）の確保に資する提案がなされているか。 

2） 本業務のコスト削減に資する提案がなされているか。 

④ 緊急時等の体制及び対応方法 

1） 具体的な事態を想定し、円滑に対応、かつ被害を拡大させないための体制、対策が

提案されているか。 

2） 業務を安定的に履行できる対策が講じられているか。 

（２） 落札者決定にあたっての方法 

① 落札者の決定方法 

上記３.に規定する入札参加資格要件を全て満たした者について、入札価格（予決令

第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であるものに限る。）の

最も低いものを落札予定者として、決定する。 

② 留意事項 

1） 落札予定者の入札価格が予定価格の6割に満たない場合は、その価格によって契

約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否か、次の事項に

ついて改めて調査し、該当するおそれがあると認められた場合には、所要の手続きを

経て、次順位以下の入札者から落札予定者を決定する。 

ア. 当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性（当該単価で適切な人材が確保

されるか否か、就任予定の者に支払われる賃金額等） 

イ. 本契約の履行体制（常勤者の有無、人数、経歴、勤務時間、専任兼務の別、業務

分担等が適切か否か等） 

ウ. 本業務契約期間中における他の契約請負状況 

エ. 手持機械その他固定資産の状況 

オ. 国等及び地方公共団体等に対する契約履行状況 

カ. 経営状況 

キ. 信用状況 

2） 開札の結果、落札予定者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札予定者を決定するものとする。また、入札者またはその代理人が

直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わっ

てくじを引き、落札者を決定するものとする。 

3） 落札者が決定したときは、遅滞なく落札者の氏名若しくは名称、落札金額、落札者

の決定理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制並びに実施方法の概要

について公表するものとする。 

③ 初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱いについて 

1) 入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないと

きは、直ちに再度入札を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定し

ない場合には、入札条件を見直し、再度公告入札を付すこととなる。 

2) 再度の公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は業務の実施に必要

な期間が確保できないこと等やむを得ない場合は、横浜財務事務所が自ら当該業務
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を実施すること等とし、その理由を公表するとともに、官民競争入札等監理委員会（以

下、「監理委員会」という。）に報告するものとする。 

 

６． 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項（法第14

条第2項第6号及び第4項） 

（１） 開示情報 

対象業務に関して、以下の情報は別紙３「従来の実施状況に関する情報の開示」の

とおり開示する。 

 ① 従来の実施に要した経費 

 ② 従来の実施に要した人数 

 ③ 従来の実施に要した施設及び設備 

 ④ 従来の実施における目的の達成の程度 

 ⑤ 従来の実施方法等 

（２） 資料の閲覧 

前項⑤「従来の実施方法等」の詳細な情報は、民間競争入札に参加する予定の者か

ら要望があった場合、所定の手続きを踏まえたうえで閲覧可能とする。 

また、民間競争入札に参加する予定の者から追加の資料の開示について要望があ

った場合は、横浜財務事務所は法令及び機密性等に問題のない範囲で適切に対応す

るように努めるものとする。 

 

７． 公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項（法第14

条第2項第7号） 

民間事業者の国有財産の使用については、次のとおりとする。 

(１)  民間事業者は、その業務の遂行に必要な施設・設備として、次に掲げる施設・設備を

無償で使用することができる。 

① 機械室等本業務に必要な施設全て 

② 防災センター等、本業務の実施及びこれに付随する業務を遂行するために必要な事務

スペース 

③ その他施設管理担当者と協議し認められた業務の遂行に必要な施設等 

(２) 使用制限等 

① 民間事業者は本業務の実施及び実施に付随する業務以外に使用してはならない。 

② 民間事業者は予め施設管理担当者と協議し、本業務に支障を来たさない範囲内にお

いて、施設内に本業務実施に必要な機器・設備等を持ち込むことができる。 

③ 民間事業者は設備等を設置した場合は、施設の使用を終了または中止した後、直ちに

原状回復を行うこと。 

④ 民間事業者は既存の建築物及び工作物に汚損・損傷等を与えないよう十分注意し、損

傷（機器の故障等を含む）が生じるおそれのある場合は養生を行う。万一、損傷が生じた

場合は、受注者の責任において速やかに復旧するものとする。 

 

８． 公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関
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等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象

公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事

業者が講ずべき措置に関する事項（法第14条第2項第9号） 

（１） 報告書について 

① 業務計画書の作成と提出 

民間事業者は、警備業務を行うに当たり各年度の事業開始日までに年度ごとの管理・

運営業務計画書を作成し、施設管理担当者に提出すること。 

② 業務報告書の作成と提出 

民間事業者は、警備業務の履行結果を正確に記載した業務日報、業務月報、年間総

括報告書を業務報告書として作成する。 

１） 民間事業者は、業務日報を毎日作成し、業務期間中常時閲覧できるように保管、

管理すること。 

２） 民間事業者は、業務期間中、業務月報を、当月分につき、翌月の5日以内に施設

管理担当者に提出する。 

３） 民間事業者は、各事業年度終了後毎年4月10日（ただし、当該日が閉庁日の場合

には直後の開庁日とする。）までに、当該事業年度に係る管理・運営業務に関する

年間総括報告書を施設管理担当者に提出する。 

③ 国等の検査・監督体制 

民間事業者からの報告を受けるに当たり、国の検査・監督体制は次のとおりとする。 

ア．監督職員 

・ 横浜財務事務所総務課 課長補佐 

・ 横浜財務事務所総務課 合同庁舎管理第1係長 

・ 横浜財務事務所総務課 合同庁舎管理第2係長 

イ．検査職員 

・ 横浜財務事務所総務課 総務課長 

・ 横浜財務事務所総務課 経理係長 

（２） 横浜財務事務所による調査への協力 

横浜財務事務所は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要が

あると認めるときは、民間事業者に対し、当該管理・運営業務の状況に関し必要な報告を

求め、又は民間事業者の事務所（又は業務実施場所）に立ち入り、業務の実施状況又は

帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 

立入検査をする横浜財務事務所の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第26

条1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を

携帯し、関係者に提示するものとする。 

（３） 指示について 

   横浜財務事務所は、民間事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保する必要

があると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することがで

きるものとし、これらの指示は監督職員から統括管理責任者に対して行うものとする。ただ

し、故障・不具合の発生、業務の立会時等（以下「緊急時」という。）において早急な判断、

対応を必要とする場合には、業務責任者等は監督職員に直接報告を行うことができる。 
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   また、緊急時には、監督職員は業務責任者等に直接指示を行うものとする。この場合、

業務責任者等は統括管理責任者に対し、必ず事後報告を行うものとする。 

   なお、上記に加え業務の検査・監督において業務の質の低下につながる問題点を確認

した場合は、追加で指示を行うことができる。 

（４） 秘密の保持 

民間事業者は、本業務に関して横浜財務事務所が開示した情報等（公知の事実等を除

く。）及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、

そのための必要な措置を講ずること。民間事業者（その者が法人である場合にあっては、

その役員）若しくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務

上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用

した場合には、法第54条により罰則の適用がある。  

（５） 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置 

① 業務の開始及び中止 

1） 民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開

始しなければならない。 

2） 民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あらか

じめ、横浜財務事務所の承認を受けなければならない。 

   ② 公正な取扱い 

1） 民間事業者は、本業務の実施に当たって、当該施設利用者を合理的な理由なく区

別してはならない。 

2） 民間事業者は、当該施設利用者の取扱いについて、自らが行う他の事業における

利用の有無等により区別してはならない。 

   ③ 金品等の授受の禁止 

民間事業者は、本業務において、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならな

い。 

④ 宣伝行為の禁止 

民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たって、自らが行う業務 

の宣伝を行ってはならない。 

民間事業者及び本業務を実施する者は、本業務の実施の事実をもって、第三者に対

し誤解を与えるような行為をしてはならない。 

⑤ 法令の遵守 

民間事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくては

ならない。また、関係諸法令に基づく官公署等への各種手続・届出等の業務を民間事業

者の負担において代行すること。 

⑥ 安全衛生 

民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、

責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。 

⑦ 記録・帳簿書類等 

民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、委託事

業を終了した日又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなけ
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ればならない。 

⑧ 権利の譲渡 

民間事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に

譲渡してはならない。 

⑨ 権利義務の帰属等 

1） 本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、民間事

業者は、その責任において、必要な措置を講じなくてはならない。 

2） 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、横浜財務

事務所の承認を受けなければならない。 

⑩ 契約によらない自らの事業の禁止 

民間事業者は、本業務の対象施設において、横浜財務事務所の許可を得ることなく自

ら行う事業又は横浜財務事務所以外の者との契約（横浜財務事務所との契約に基づく事

業を除く。）に基づき実施する事業を行ってはならない。 

⑪ 取得した個人情報の利用の禁止 

民間事業者は、本業務によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は横浜財務事務

所以外の者との契約（本業務を実施するために締結した他の者との契約を除く。）に基づ

き実施する事業に用いてはならない。 

⑫ 再委託の取扱い 

1) 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならな

い。 

2） 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原

則としてあらかじめ企画書（別紙5－8）において、再委託に関する事項（再委託先の住

所・名称、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、

再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法）について記載し

なければならない。 

3） 民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再

委託に関する事項を明らかにした上で横浜財務事務所の承認を受けなければならな

い。なお、横浜財務事務所は、本契約上の義務の履行に関してなされた、民間事業

者と再委託者との間の契約内容の開示を要求することができるものとする。 

4） 民間事業者は、上記2）及び 3）により再委託を行う場合には、再委託先から必要な報

告を徴収することとする。 

5） 再委託先は、上記の（４）秘密の保持及び（５）②から⑪までに掲げる事項について

は、民間事業者と同様の義務を負うものとする。 

6） 民間事業者が再委託先に業務を実施させる場合は、全て民間事業者の責任におい

て行うものとし、再委託先の責めに帰すべき事由については、民間事業者の責めに

帰すべき事由とみなして、民間事業者が責任を負うものとする。 

⑬ 契約内容の変更 

民間事業者及び横浜財務事務所は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他やむ

を得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提

出し、それぞれの相手方の承認を受けるとともに、法第 21 条の規定に基づく手続を適切
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に行わなければならない。 

⑭ 設備更新等の際における民間事業者への措置 

横浜財務事務所は、次のいずれかに該当するときは、民間事業者にその旨を通知する

とともに、民間事業者と協議の上、契約を変更することができる。 

1) 設備を更新、撤去又は新設するとき 

2） 法令改正、施設の管理水準の見直し等により業務内容に変更が生じるとき 

3） 入居官署の変動等により業務量に変動が生じるとき 

⑮ 契約解除 

横浜財務事務所は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除する

ことができる。 

1) 偽りその他不正の行為により落札者となったとき 

2) 法第10条の規定により官民競争入札（民間競争入札の場合は準用）に参加するもの

に必要な資格の要件を満たさなくなったとき 

3) 本契約に従って本業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができない

ことが明らかになったとき 

4) 上記3)に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反 

があったとき 

5) 法律又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、 

妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたと

き 

6) 法令又は本契約に基づく指示に違反したとき 

7) 民間事業者又はその他の本業務に従事する者が、法令又は本契約に違反して、本

業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき 

8) 暴力団関係者を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき 

9) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らか

になったとき 

⑯ 契約解除時の取扱い  

1) 上記⑮に該当し、契約を解除した場合には、入居官署は民間事業者に対し、当該解

除の日まで本業務を契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支払う。 

2) この場合、民間事業者は、契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額並び

に上記 1)の委託費を控除した金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として横浜

財務事務所の指定する期間内に納付しなければならない。 

3) 横浜財務事務所は、民間事業者が前項の規定による金額を国の指定する期日まで

に支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数

に応じて、年 100 分の 3 の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができ

る。 

4) 横浜財務事務所は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をす

ることができる。なお、横浜財務事務所から民間事業者に損害賠償を請求する場合に

おいて、原因を同じくする支払済みの違約金がある場合には、当該違約金は原因を同

じくする損害賠償について、支払済額とみなす。 
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⑰ 不可抗力免責 

民間事業者は、上記事項にかかわらず、不可抗力により本業務の全部若しくは一部の

履行が遅延又は不能となった場合は当該履行遅延又は履行不能による責任を負わない

ものとする。 

⑱ 契約の解釈 

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と横浜財務事務

所が協議するものとする。 

 

９． 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を

加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者

が負うべき責任（国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任

ずる場合における求償に応ずる責任を含む。）に関する事項（法第14条第2項第10号） 

本契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の当該公共サービスに従事

する者が、故意又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場

合には、次に定めるところによるものとする。 

（１） 横浜財務事務所が国家賠償法（昭和22年法律第125号）第1条第1項等に基づき当該第

三者に対する賠償を行ったときは、横浜財務事務所は当該民間事業者に対し、当該第三

者に支払った損害賠償額（当該損害の発生について横浜財務事務所の責めに帰すべき

理由が存する場合は、横浜財務事務所が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分

に限る。）について求償することができる。 

（２） 当該民間事業者が民法（明治29年法律第89号）第709条等に基づき当該第三者に対す

る賠償を行った場合であって、当該損害の発生について横浜財務事務所の責めに帰すべ

き理由が存するときは、当該民間事業者は横浜財務事務所に対し、当該第三者に支払っ

た損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償すること

ができる。 

 

10． 対象公共サービスに係る第 7 条第 8 項に規定する評価に関する事項（法第 14 条第 2 項

第 11 号） 

（１） 実施状況等に関する調査の時期 

総務大臣が行う評価の時期（平成33年5月頃を予定）を踏まえ、当該業務の実施状 

況については、令和6年3月31日時点における状況を調査するものとする。 

（２） 調査の方法 

横浜財務事務所は、民間事業者が実施した管理・運営業務の内容について、その評価 

が的確に実施されるように、実施状況等の調査を行うものとする。 

（３） 調査項目 

① 1.2.1において、管理・運営業務の質として設定した項目 

② 1.2.2において、確保すべき水準として設定した項目及び民間事業者から提案のあっ

た項目に関する履行状況 

 （４） 実施状況等の提出 

横浜財務事務所は、上記調査項目に関する内容を取りまとめた本事業の実施状況等に
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ついて、（１）の評価を行うために令和6年4月を目途に総務大臣及び監理委員会へ提出す

るものとする。 

 

11． その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項 

（１） 対象公共サービスの監督上の措置等の監理委員会への報告 

横浜財務事務所は、法第26条及び第27条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行っ

た場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告する

こととする。 

（２） 横浜財務事務所の監督体制 

本契約に係る監督は、分任支出負担行為担当官が、自ら又は補助者に命じて、立会い、

指示その他の適切な方法において行うものとする。 

本業務の実施状況に係る監督は、上記８．により行うこととする。 

（３） 主な民間事業者の責務等 

① 民間事業者の責務等 

本業務に従事する者は、刑法（明治40年法律第45号）その他の罰則の適用について 

は、法令により公務に従事する職員とみなされる。 

② 法第54条の規定により、本業務の実施に関し知り得た秘密を洩らし、又は盗用した者は、

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。 

③ 法第55条の規定により、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、 

若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者、あるい

は指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処される。 

④ 法第56条の規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の

従業者が、その法人又は人の業務に関し、法第55条の違反行為をしたときは、行為者が

罰せられるほか、その法人又は人に対して同条の刑が科される。 

⑤ 会計検査について 

民間事業者は、①公共サービスの内容が会計検査院法（昭和22年法律第73号）第22条

に該当するとき、又は②同法第23条第1項第7号に規定する「事務若しくは業務の受託者」

に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び第26条により、会計検

査院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は横浜財務事務所（発注者）を通じて、資

料・報告等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。 

 

 

別紙の掲載順序について 

     別紙 1・・・各官署業務概要 

     別紙 2・・・評価書（企画書の適否） 

     別紙 3・・・従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 

     別紙 4・・・委託業務に関するアンケート 

     別紙 5・・・管理・運営に関する企画書の様式例 

     別紙 6・・・業務仕様書 
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別紙１ 

 

入居官署の業務概要 

 

 

財務省関東財務局横浜財務事務所 

   地方公共団体への財政融資資金貸付業務、法人企業統計調査に関する事務、

金融機関等の監督に関する業務、国有財産の管理処分に関する業務を行って

いる。 

防衛省南関東防衛局 

   地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保、防衛施設の取得及び管

理、市町村等が行う障害防止の助成等、駐屯地等の施設の建設、駐留軍従業

員の労務管理、米軍の事故等による被害者への賠償を行っている。 

法務省横浜地方法務局 

   法務省の地方組織の一つとして、国民の財産等の権利関係や身分関係に関連  

   する不動産・商業法人登記、戸籍・国籍、供託等の民事行政事務、訟務事務及 

   び人権擁護事務を行っている。 

法務省横浜保護観察所 

   犯罪をした人又は非行のある少年が､実社会の中で更生するように指導監督及 

   び補導援護を行う保護観察のほか、生活環境の調整、更生緊急保護、恩赦の上 

    申、犯罪予防活動、医療観察の業務、被害者支援にあたっている。 

厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部横浜分室 

薬物犯罪にかかる捜査及び情報収集活動、薬物問題に関する相談業務、薬物

乱用防止にかかる啓発活動、病院等に対する医療用麻薬の横流しや不正使用

防止のための監督及び指導を行っている。 

厚生労働省神奈川労働局 

   労働条件の確保・向上・労働災害の防止と健康の確保対策、労働災害の被災者

に対する労災保険の給付などに関する業務及び雇用の分野における男女の均

等な機会と待遇の確保、育児・介護休暇制度の定着促進などに関する業務を行

っている。 

厚生労働省神奈川労働局横浜南労働基準監督署 

   横浜市中区、磯子区、南区、港南区、金沢区の 5 区を管轄。労働条件確保業務

（臨検監督、労働相談等）、労災保険業務（労働災害・通勤災害の認定、給付

等）、安全衛生業務（検査、調査、計画届審査等）等を行っている。 
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農林水産省横浜植物防疫所 

   日本の植物に被害をもたらす海外からの病害虫の侵入を防ぐため、全国の港や

空港で輸入検疫を行っているほか、特殊な病害虫の国内でのまん延を防ぐため

の国内検疫、諸外国の要求に応じた輸出検疫などの業務を行っている。 

農林水産省動物検疫所 

   国内への家畜の伝染性疾病の侵入防止等をはじめとして、畜産の振興を目的と

した動物・畜産物等の輸出入検疫業務や公衆衛生の向上を目的とした犬・猫等

の輸出入及びサルの輸入検疫業務のほか、水産動物の輸入許可業務を実施し

ている。 

農林水産省関東農政局神奈川支局 

   地域農政のコンサルタントとして、現場と農政を結ぶ機能の充実、食品表示の適

正化や牛及び米の生産から消費までの安全管理業務及び農林水産施策に必

要な農林水産統計の作成業務等を行っている。 

国土交通省横浜海難審判所 

   船舶の関連する海難調査及び審判を行い、海技免許等を有する海技従事者を

懲戒することによって海難防止に寄与することを目的としている。 

国土交通省関東地方整備局 

港湾及び空港の整備・管理・保全を通じて、自然災害から国民を守る安全・安心

な国土の管理、我が国の国際競争力の確保、首都圏地域の豊かな暮らしの実

現に取り組んでいる。 

国土交通省関東運輸局 

関東地方（山梨県を含む）における陸上（バス・タクシー・トラック）・海上（船舶）交

通の管理、自動車の登録および観光振興に関する業務を行っている。 

国土交通省運輸安全委員会事務局横浜事務所 

   航空、鉄道、船舶の事故及び重大インシデントの原因並びに事故等に伴い発生

した被害の原因を究明するための調査を行っている。事故等の調査結果をもと

に事故等の防止、被害の軽減を目的とした報告書を公表している。 

海上保安庁第三管区海上保安本部 

   第三管区海上保安本部は茨城県から静岡県にかけての沿岸海域から沖ノ鳥島

や南鳥島を含む北西太平洋海域の海上における犯罪の取り締まり、領海警備、

海難救助、海洋調査、船舶の航行安全に従事している。 

環境省関東地方環境事務所横浜事務所 

   東京港・横浜港等の臨海地域の管理を担当する事務所として開設され、輸出入  

   (廃棄物疑義)における港湾地域等での開披検査対応、業者から聴取・指導等の 

   業務とともに、羽田空港、東京港・横浜港等における特定外来生物の水際対策 

   及び侵入時の初期防除を執り行っている。 
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総務省総合通信基盤局電波利用料企画室 

   電波利用料及び総合無線局管理ファイルに関する業務を実施している。 

独立行政法人海技教育機構 

   国内外の海上輸送の安全と安定に貢献するため、船員養成施設から学生・生徒

等を受け入れ、船員に求められる資質の涵養と基礎的知識・技能の習得のため、

安全で質の高い航海訓練を実施している。 

独立行政法人農林水産消費安全技術センター 

   登録認証機関の監査、ＪＡＳ法に基づく立入検査、食品表示の監視に係る品質

表示基準製品の買上検査、食品表示法に基づく立入検査及び品質表示の検

査・分析、農産物中の残留農薬の調査分析等の業務を行っている。 
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                                        別紙2   

評価表（企画書の適否） 

No 
審査項目（企画書要求事項） 主となる評価

対象資料 

評価結果 

（内容の適否） 大事項 小事項 

1 

基本事項 

【業務に対する認識】 

本業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が

考えられているか。 

提出様式 

5－3 
 

2 

【業務に対する認識】 

業務を確実に実施するための基本的な方針が

明確となっているか。 

提出様式 

5－3 
 

3 

【実施体制】 

各業務水準が維持される体制であるか。 

（グループで参加する場合、代表企業とグルー

プ企業の連携が可能な体制であるか） 

提出様式 

5－4 
 

4 

【実施体制】 

各業務で必要とする資格者が適切に配置され

ているか。 

提出様式 

5－4 
 

5 

【実施体制】 

質の確保に寄与する資格・経験を有している

か。 

提出様式 

5－4 
 

6 

管理業務全般に

係る業務に関す

る提案 

管理・運営業務の実施全般に対する質の確保に

関する提案がされているか。 

提出様式 

5－5 
 

7 
従来の実施方法に対する改善提案がなされて

いるか。 

提出様式 

5－6、 

5－7 

 

8 
（質の確保に関する具体的な提案については、

企画書の適否に関する評価対象としない。） 

提出様式 

5－5 
 

9 
緊急時等への対

応について 

具体的な事態を想定し、円滑に対応し、かつ被

害を拡大させないための体制、対策が提案され

ているか。 

提出様式 

5－4 
 

10 
業務を安定的に履行できる対策が講じられて

いるか。 

提出様式 

5－4 
 

全体評価（企画書の適否）  
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注1）防災センターにおける常駐者のそれぞれ1日あたりの平均人数である。 

注2）括弧内の数値は交代要員を含めた注１)にかかる常駐者総数  

注3）平成31（令和元）～令和3年度においては、一般競争入札の結果、上記業務の担当者に大きな変更は生じていない。  

従来の実施状況に関する情報の開示
１ 従来の実施に要した経費 （単位：千円）

常勤職員

非常勤職員

委託費定額部分

成果報酬等

旅費その他

計（ａ）

（ａ）＋（ｂ）

（注記事項）

委託費の内容は以下のとおり。

平成31（令和元）年度 令和2年度 令和3年度

128,184千円 129,360千円 129,360千円

128,184千円 129,360千円 129,360千円

２ 従来の実施に要した人員 （単位：人）

（業務従事者に求められる知識・経験等）

入札実施要項及び各業務仕様書記載事項と同じ。

（業務の繁閑の状況とその対応）

該当なし。

（注記事項）

従来の実施においては、全業務を委託により実施。

過去における業務従事者数 （単位：人）

平成31（令和元）年度 令和2年度 令和3年度

警備業務 5（17） 5（17） 5（17）

３ 従来の実施に要した施設及び設備

入札実施要項及び各業務仕様書記載事項と同じ。

（注記事項）

入札実施要項及び各業務仕様書記載事項と同じ。

４ 従来の実施における目的の達成の程度

①確実性の確保

※執務及び営業の中断とは、執務及び営業が中断することにより著しく国民及びテナント営業者の利益を損なった場合をいう。

※老朽化を起因とするものは含めない。

②安全性の確保

管理・運営業務の不備に起因する職員及び利用者の災害又は事故の発生　0回

※災害又は事故とは、人事院規則10-4第35条に基づく年次災害報告の対象となる災害又は事故を言う。

平成31（令和元）年度 令和2年度 令和3年度

人件費
- - -

- - -

物件費 - - -

委託費等

128,184 129,360 129,360

- - -

- - -

128,184 129,360 129,360

参
考
値
（

ｂ
）

減価償却費 - - -

退職給付費用 - - -

間接部門費 - - -

128,184 129,360 129,360

業務内容 備　　考

警備業務

合　計

平成31（令和元）年度 令和2年度 令和3年度

常勤職員 0 0 0

非常勤職員 0 0 0

人　員

管理・運営業務の不備に起因する横浜第2合同庁舎における執務及び営業の中断回数　0回

別紙3
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５ 従来の実施方法等

①業務フロー：施設管理担当者が各業務を民間事業者へ委託し、各業務の受託者が業務責任者を立て業務を実施。

②従来業務の業務分担及び民間競争入札による業務分担の関係は下表のとおり。

関東財務局 受託者 関東財務局 受託者

○ ○

横浜第2合同庁舎の来庁者数

開庁日１日あたり：2,000～2,500人

※来庁者数には横浜第2合同庁舎に勤務する職員等の数（約2,000人）は含まない。

（注記事項）

　関東財務局横浜財務事務所総務課組織図

横浜財務事務所長

次長

総務課長

　総務課課長補佐

　合同庁舎管理第１係長

　合同庁舎管理第２係長

：施設管理担当者

　従来業務の管理連絡体制

：業務委託単位（契約単位）

：１契約に複数業務が含まれる場合

：１契約に複数業務が含まれない場合

業務内容

現状 民間競争入札

警備業務

施
設
管
理
担
当
者

統括業務責任者

各業務責任者

各業務責任者

各業務責任者

業務責任者

業務報告

業務報告

業務委託

業務指導、監督

・
・
・
・

業務報告

業務指導、監督

業務報告

業務指導、監督

業務報告

業務委託

業務従事者

業務従事者

業務従事者

業務従事者

業務従事者

業務従事者

業務従事者

業務従事者

業務従事者

業務従事者

業務従事者

業務従事者

A

B 

A
B

- 24 -



委託業務に関するアンケート 

 

 本アンケート調査は、横浜第２合同庁舎における、民間委託業者の行った警備業務につい

て、入居されている方々の満足度を調査し、今後の管理・運営業務の質の向上のために、参

考にさせていただくものです。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

 

１．警備業務について 

 問１ 受付業務や入退館管理業務について、警備員の対応はいかがでしたか。 

  ☐満足  ☐ほぼ満足  ☐やや不満  ☐不満 

     「やや不満」、「不満」を選択した方にお伺いします。そのように感じた理由をお聞か

せください。 

    

 

 

問２ 施設等の管理業務（鍵の受け渡し、庁舎内外の巡回、駐車場の管理等）について、

警備員の対応はいかがでしたか。 

 ☐満足  ☐ほぼ満足  ☐やや不満  ☐不満 

 「やや不満」、「不満」を選択した方にお伺いします。そのように感じた理由をお聞か

せください。 

    

 

 

 

２．その他 

問３ 委託業者の対応等について、ご意見がありましたらご記載下さい。 

    

 

 

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 

別紙 4 
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【別紙5－1】 

管理・運営業務企画書 

１． 企業の代表責任者及び本業務担当者  

■入札参加グループの場合は、グループ構成企業名をすべて記載した上で、代表企業名を明記す

る。また、グループ構成企業ごとに担当する業務を明示し、その代表責任者及び本業務担当者

を記載する。その際には、グループ構成企業間の連絡体制が把握できるようにすること。 
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【別紙5－2】 

２.業務実績  

■本実施要項１.で示す業務ごとに過去３年以内の実績を記載すること。 

業務名  発注者  時期  業務内容  

 

 

 

 

  施設規模 

請負金額等 
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【別紙 5－3】 

３. 本業務実施の考え方 

■本実施要項１.で示す業務ごとに年次計画を記載すること（引継ぎの期間を含む。）。本業務を

確実に実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント等を具体的に記

載すること。 

  

注１)用紙が不足する場合は適宜追加すること（A4 版）。 
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【別紙 5－4】 

４. 業務ごとの実施体制及び業務全体の管理方法 

■本実施要領１．で示す業務ごとの実施体制及び実施全体の管理方法等を具体的に記載し、必要

とされる法的資格等を有する者及び条件を満たす者の配置を記載すること。業務ごとに実施す

る企業が異なる場合は、業務全体の管理方法に加え、業務ごとの実施体制及び管理体制を記載

すること。また、緊急時（管理・運営業務の実施に当たり通常の業務実施が困難になる事故・

事象が生じた場合）のバックアップ体制と対応方法を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１)用紙が不足する場合は適宜追加すること（A4 版）。 
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【別紙 5－5】 

５. 管理・運営業務の全般に対する質の確保に関する提案  

■以下の項目について、３枚以内で具体的にかつ簡潔にまとめること。 

 

（１）管理・運営業務の実施全般に対する質の確保についての考え方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）質の確保に関する提案事項 
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【別紙 5－6】 

６. 従来の実施方法に対する改善提案（総括表）  

■従来の実施方法に対し、改善提案を行う場合は、改善を行う業務の項目と提案の概略を整理す

ること。なお、下記に改善提案のない業務の項目については、横浜財務事務所が提示する最低

水準として従来の実施方法に基づいて業務を行うものとする。 

 提案の有無 有 無 

業務項目 

※既存の仕様書類に

定める項目を明記 

提案の概略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１)用紙が不足する場合は適宜追加すること（A4版）。 
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【別紙 5－7】 

７. 従来の実施方法に対する改善提案  

■提案を行う業務の１項目につき３枚以内とする。 

 

（１）改善提案を行う業務及び項目  

 

 

 

 

 

 

（２）改善提案の主旨 

 

 

 

 

 

 

（３）改善提案の内容 

 

 

 

 

 

（４）最低水準の確保に対する説明 
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【別紙 5－8】 

８. 再委託に関する事項  

欄が不足する場合は適宜追加すること。 

再委託する業務 再委託先の名称 再委託先の住所 

1.再委託の合理性及び必要性 

2.再委託先の業務履行能力 

3.報告徴収その他業務管理の方法 

   1. 

2. 

3. 

    

    

    

    

    

    

    

    

注１)民間事業者は、本業務契約締結後やむを得ない事情により再委託先を変更する場合は、施設管理担当者の承認

を受けなければならない。 

注２)各再委託先との取引実績又は取引関係にあることを示す資料もしくは取引が可能であることを証する資料を添

付すること。 
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警備業務 

 

１．業務概要 

庁舎及び敷地内の秩序の維持に必要な監視、火災・盗難の予防及び早期発見、取締り並びに

不測の事故に対する応急臨機の処置その他必要な連絡にあたるため、本仕様書を遵守するほか、

関係法令、合同庁舎管理規則、消防計画等に従い、業務を適正に遂行するものとする。 

 

２．警備態様 

（１）警備位置、警備日及び警備時間は別表によるものとする。 

（２）警備員の勤務割については、横浜財務事務所と民間事業者で別途協議するものとする。 

（３）民間事業者は、横浜財務事務所から警備員の追加派遣の要請を受けた場合はこれに応じる

ものとする。 

 

３．業務内容 

（１）出入管理 

ア．来庁者の入退館手続き・応対・案内及びクレーム処理 

来庁者及び電話への対応については、言語動作に十分注意し、親切丁寧な対応で品位の

保持に努めること。 

イ．庁舎内勤務者及び来庁者出入監視、横浜財務事務所指示に基づく入退出記録 

ウ．工事及び搬出入の業者の監視、指示、記録 

エ．休日及び勤務時間外における登退庁者の監視及び記録 

オ．不審者に対する尋問、監視、報告、制止及び排除 

カ．その他管理上必要な業務 

（２）駐車場管理 

ア．駐車車両の受付、誘導及び状態監視 

イ．機械式駐車設備の運転及び監視 

ウ．その他管理上必要な業務（地下駐車場を含む） 

（３）施設管理 

ア．庁舎出入口の施開錠及び鍵の管理（執務室・共用会議室等共用部分の鍵の貸与及び受領） 

イ．庁舎内外の巡回 

ウ．庁舎内不要場所の消灯、火気の有無の確認、建物及び設備の破損箇所発見時の連絡・通

報 

エ．合同庁舎管理規則の違反行為に対する注意・指導及び不正駐車発見時の連絡・注意、指

導 

オ．エレベーター・照明・自動ドアの運転、停止及び異常時への対応 

カ．廊下その他共用部分に放置された物品等の除去及び無断掲出物等の適正な処置 

キ．騒音の防止及び建物諸施設の損傷の防止 

ク．清掃及び各種保守業務等の立会い、必要箇所の開錠・施錠（閉庁日含む） 

【別紙 6】 
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ケ．共用部分に設置されたＡＥＤの点検確認 

コ．その他管理上必要な業務 

（４）受付案内 

  ※アトリウム受付カウンターは（ア）、庁舎管理室は（管） 

  ア．来庁者を対象とした庁舎総合案内（ア） 

  イ．視覚障害者や車椅子使用者等に対する警備員や該当官署への連絡対応（ア） 

  ウ．公共・交通機関を主とした庁舎近隣施設に関する来庁者からの照会への対応（ア） 

  エ．来庁者の入退館手続き等案内・誘導（ア） 

  オ．来庁者への一時通行証の貸与・返却手続（管） 

  カ．庁舎管理室への来客や電話照会、入居官署や業務委託業者の応接対応（管） 

  キ．共用会議室使用にかかる予約調整や使用承認取りまとめ、鍵や備品類の管理（管） 

  ク．屋外掲示板使用申請の受付、掲示物の貼付、回収及び返却（管） 

（５）入退館管理システム等運用管理 

  ア．入退館管理システムの運転・停止及び監視・管理・異常時への対応 

  イ．セキュリティゲート及び脇扉通行者の確認・異常時への対応 

  ウ．脇扉の施錠開錠対応 

  エ．来庁者の入退館手続き等案内・誘導 

  オ．来庁者への入館証・一時通行証の貸与・返却手続  

（６）火災、盗難及び各種事故の未然防止と早期発見 

ア．庁舎内外の巡回及び指定箇所の施錠点検 

イ．不審者・徘徊者発見時の通報・連絡・措置 

ウ．緊急時の初期対応 

エ．火災・盗難及び事故発生時の通報連絡措置 

オ．指定外箇所における喫煙の制止及び火災予防 

カ．防火、防犯上支障となる事項に対する通報・連絡・措置 

（７）防災センター監視業務 

ア．自動火災報知盤等の各種警報表示盤の監視及び異常時の対応 

イ．監視カメラ設備の操作・監視及び異常時の対応 

ウ．防犯設備の警戒セット・解除の操作及び異常時の対応 

エ．エレベーターの運転監視及び異常時の対応 

（８）その他 

ア．拾得物及び遺失物等の確認処理 

イ．浮浪者及び公序良俗に反する行為者への注意・指導・通報 

ウ．隣接地域から波及する異常の早期確認処理及び連絡 

エ．降雪時及びその他荒天時等の対応 

オ．大規模災害発生時等の対応 

カ．その他の異常発見時の通報・連絡 
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４．警備員 

（１）民間事業者は業務の実施に先立ち警備員の氏名・年齢等を記載した名簿、資格証の「写」

及び履歴書（写真付）を横浜財務事務所に提出し、横浜財務事務所の承認を得るとともに、

業務計画書に基づき業務を遂行できる人員を派遣しなければならない。 

なお、警備員を変更する場合も同様とする。 

（２）警備員は次に掲げる条件を満たしている者でなければならない。 

① 精神が健全で、身体強健な者。 

② 本仕様書に定める業務を支障なく従事できる者。 

（３）警備員は消防当局の実施する「普通救命講習」又は「上級救命講習」の修了者であること。 

なお、防災センター要員にあっては、自衛消防隊編成の班長等になるために必要な「自衛

消防業務講習」修了者を常時３名以上配置することとし、うち１名以上は当該業務の内容判

断ができる技術力及び必要な技能を有する実務経験が３年以上の者を配置すること。 

駐車場警備にあっては、満車時等における公道上での交通誘導に備えて、当日の勤務者の

中に「交通誘導警備業務２級」の検定資格を有する者が２名以上いること。 

（４）防災センター要員は、「施設警備業務２級」の検定資格を有する者、又は当該業務につい

て作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験が３年以上ある者を常時

２名以上配置すること。 

（５）警備員は制服を着用し、社名及び氏名を記入した名札を胸示するものとする。また、常に

容姿正しく規律を遵守し、お互いに協力して業務の万全を期さなければならない。 

（６）警備員は機敏に活動し、言葉、態度に留意し他人に不快感を与えてはならない。 

 

５．警備責任者 

（１）民間事業者は、業務を円滑に実施するため、警備員のうち１名を警備長に定め、警備長が

不在の時には責任業務を代行する副警備長を定め横浜財務事務所に届け出るものとし、それ

ぞれ次の条件を満たしている者とすること。 

ア．警備長 

 

① 「施設警備業務検定１級」の検定資格を有する者 

➁ 「自衛消防業務講習」の修了者で、「自衛消防技術認定書」を有する者 

③ 「上級救命講習」の修了者 

④  実務経験が５年以上の者 

イ．副警備長 

① 「施設警備業務２級」の検定資格を有する者 

② 「自衛消防業務講習」の修了者 

③ 「普通救命講習」又は「上級救命講習」の修了者 

④  実務経験が５年以上の者 

（２）警備長は、下記の業務を行うものとする。 

ア．横浜財務事務所との連絡、報告、調整、各種報告書の作成・提出 
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イ．毎日の警備日誌（在室者名簿、防犯センサー操作控、巡回記録、受付案内記録を含む）

を作成し、翌朝定時に管理責任者に報告する。 

ウ．各ポスト配置要員への周知徹底と指導及びクレーム処理 

エ．防災、防犯諸設備の定期点検立会い及び関係官署の検査立会い 

オ．緊急時の関係先への通報・連絡・指揮及び結果の報告 

カ．自衛消防組織の統括管理者としての自衛消防組織の統括（職員不在時） 

（３）警備長は、警備員に対し業務上必要な資格取得並びに技能の向上を図るとともに必要な研

修を行い、警備員の業務処理に対する基準の維持を図らなければならない。 

 

６．施設管理運営事業への参画 

民間事業者は、横浜財務事務所が実施する消防訓練及びその他施設管理運営上必要な事業に

参画するものとする。 

 

７．合理的配慮の提供 

請負者は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合

において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとなら

ないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状況に応じて、社会的障壁の除去の実施につい

て必要かつ合理的な配慮の提供をしなければならない。 

 

８．その他 

（１）この仕様に定めのない事項については、関係法規に基づくほか横浜財務事務所との協議に

より取り決めるものとする。 

（２）警備員は事故発生時その他庁舎等の警備上連絡する必要があると認めたときは、次の官職

者（以下「管理責任者」という。）に連絡して、その指示を仰ぐものとする。 

第１順位 関東財務局横浜財務事務所総務課課長補佐 

第２順位 関東財務局横浜財務事務所総務課合同庁舎管理第１係長 

第３順位 関東財務局横浜財務事務所総務課長 

（３）民間事業者は、警備員の労務管理及び健康管理等を適切に行い、警備員に事故あるときは

代替要員を確保し業務に支障がないよう留意するものとする。 

（４）民間事業者は、横浜財務事務所から警備員の追加派遣の要請を受けた場合及び管理責任者

が警備上の必要から指示する事項については、これに応じるものとする。 

（５）消防法の改正に伴う資格者の配置等必要な措置が生じた場合は、横浜財務事務所の指示に

従い適切に対応するものとする。 

（６）契約期間終了後、新規業者に業務が委託された場合は、４月１日よりスムーズに業務が遂

行出来るよう十分な引継ぎを実施することとし、新規業者が研修等を希望した場合は通常業

務に支障のない範囲で協力することとする。 

（７）警備業務従事予定者の名簿を事前に提出し、同体制にて４月１日より業務を遂行すること。 

（８）令和５年度以降当庁舎では大規模な工事を予定していることから、工事中の警備について、
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合同庁舎管理室と調整を行うこと。 

（９）不測の事態等により別途費用が発生した場合、負担は合同庁舎管理室と協議の上決定する

ものとする。 
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【別表】 

警 備 体 制 

 

（注）警備員の配置等については、各警備員の休息などの調整を行うこと。 

警備位置 警備日 警備時間 備  考 

入口立哨 土・日、祝祭日及び年

末年始（12/29～1/3）

を除く毎日 

午前 8：00 

～翌午前 8：00 

１ポスト 

正面玄関（午後 8：15～翌午前

8：00 は庁舎内警備） 

受付案内 午前 8：30 

～午後 5：00 

 

２ポスト 

アトリウム総合受付１、 

（午前 8：00～8：30 は防災セ

ンターで待機） 

庁舎管理室１ 

（午前 8：00～8：30 及び 12：

00～13：00 は防災センターで待

機） 

駐車場 午前 8：00 

～午後 6：00 

２ポスト・１名 

ガードマンボックス２ポスト 

駐車場誘導１名 

防災センター 

 

午前 8：00 

～午後 5：00 

１名 

警備長 

午前 8：00 

～午後 6：00 

１名 

受付、オペレーション（総合操

作盤）、モニター監視 

毎日 

 

午前 8：00 

～翌午前 8：00 

２ポスト・１名 

受付、オペレーション（総合操

作盤）２ポスト 

モニター監視 １名 

庁舎内警備 

（敷地内含む） 

午前 8：00 

～午後 6：00 

１名 

ただし、閉庁日は２名 

午前 8：00 

～翌午前 8：00 

３名 

ただし、閉庁日は２名 

入退館管理 土・日、祝祭日及び年

末年始（12/29～1/3）

を除く毎日 

午前 8：00 

～午後 6：00 

２ポスト 

正面玄関側ゲート１、駐車場側

ゲート１ 
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【別表】 

警 備 体 制（令和６年11月１日から令和７年３月31日） 

 

（注）警備員の配置等については、各警備員の休息などの調整を行うこと。 

 

警備位置 警備日 警備時間 備  考 

入口立哨 土・日、祝祭日及び年

末年始（12/29～1/3）

を除く毎日 

午前 8：00 

～翌午前 8：00 

１ポスト 

正面玄関（午後 8：15～翌午前

8：00 は庁舎内警備） 

受付案内 午前 8：30 

～午後 5：00 

 

２ポスト 

アトリウム総合受付１、 

（午前 8：00～8：30 は防災セ

ンターで待機） 

庁舎管理室１ 

（午前 8：00～8：30 及び 12：

00～13：00 は防災センターで待

機） 

駐車場 午前 8：00 

～午後 6：00 

４ポスト・２名 

ガードマンボックス２ポスト 

駐車場誘導２ポスト 

駐車場誘導２名 

防災センター 

 

午前 8：00 

～午後 5：00 

１名 

警備長 

午前 8：00 

～午後 6：00 

１名 

受付、オペレーション（総合操

作盤）、モニター監視 

毎日 

 

午前 8：00 

～翌午前 8：00 

２ポスト・１名 

受付、オペレーション（総合操

作盤）２ポスト 

モニター監視 １名 

庁舎内警備 

（敷地内含む） 

午前 8：00 

～午後 6：00 

１名 

ただし、閉庁日は２名 

午前 8：00 

～翌午前 8：00 

３名 

ただし、閉庁日は２名 

入退館管理 土・日、祝祭日及び年

末年始（12/29～1/3）

を除く毎日 

午前 8：00 

～午後 6：00 

２ポスト 

正面玄関側ゲート１、駐車場側

ゲート１ 
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